
ヤングケアラーとは・・・

（ヤングケアラーには法令上の定義はありませんが、）
一般に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に
行っていることで、負担を抱える、もしくは、子どもの権利が侵害されている可能性があ
る子ども ※「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域で支えるために～」（R4.3）より

厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/young-carer/



（参考）
〇説明動画（5分程度）
「ヤングケアラーについて ～子どもたちに関わるみなさんへ～」
https://www.youtube.com/watch?v=sKixHFPAxlU

〇大阪府ホームページ 「ヤングケアラーへの支援」
https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/youngcarer/index.html

〇厚生労働省ホームページ 「子どもが子どもでいられる街に。」
https://www.mhlw.go.jp/young-carer/

○多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル
～ケアを担う子どもを地域で支えるために～（R4.3有限責任監査法人トーマツ）
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/hc/hc-young-carer.html

ヤングケアラーとそのご家族の支援に向けて

 ヤングケアラーへの正しい理解を！
世帯全体を支援する視点を持って
福祉、介護、医療、教育など様々な関係機関との連携を！

【調査対象】府立高校生全員（109,264人）
【調査期間等】令和４年７月から９月、回答者数：80,855人（回答率74.0％）

◆ 世話をしている家族が「いる」と回答したのは、回答者全体の11.4％（9,236人）

◆家族の世話をしている生徒が全ての府立高校に在籍。
家族の世話をしている生徒が20人以上在籍している高校は
167校中145校（８割以上）

●「いる」と答えた生徒9,236人のうち、世話をしている
家族の内訳（複数回答）

●学校や大人に助けてほしいこと、必要な支援
世話をしている家族がおり、支援を望むと回答した生徒は全体の約15％

(1,412人）

府立高校におけるヤングケアラーに関する調査結果から（WEB調査）

大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課

電話：06-6944-7602 ファクシミリ：06-6944-6681 メール：chiikifukushi-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp
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